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	申請概要
	ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第108条第１項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定を受けようとするもの
	○ 申請に係る第一号基礎的電気通信役務
	※１　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の７第１項の規定により指定された指定避難所その他の同法第33条の２第１項第１号に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設
	○ 申請に係る第一号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲
	４　指定の基準
	法第108条第１項において第一種適格電気通信事業者の指定の基準とされている事項と申請内容との対応関係は、それぞれ次のとおり
	（１）　申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況について、インターネットを利用することにより公表していること。
	⇒　ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本は、令和８年４月現在、規則第14条第２号の２に掲げる第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況についてインターネットを利用することにより公表している。
	①　ＮＴＴ東日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
	②　ＮＴＴ西日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
	（２）　申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
	⇒　規則第14条第２号の２に掲げる第一号基礎的電気通信役務を提供している電気通信設備は、法33条第１項の規定により指定された第一種指定電気通信設備であり、本基準に基づく公表は不要
	（３）　申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
	⇒　規則第14条第２号の２に掲げる第一号基礎的電気通信役務は地方公共団体の要請に基づく提供を前提としており、当該役務に係る業務区域の範囲の基準は総務省令で規定されていない。

